
住宅の耐震化を促進するため、昭和５７年１月１日以前に建築された住宅の耐震改修工事を行っ

た場合、固定資産税が一定の期間減額されます。

　土地は、国民のための限られた貴重な資源です。

　将来の子どもたちや、明日の豊かな暮らしのためにも、土地の有

効利用が大切です。土地の有効利用の実現のためには、国や地方公

共団体ができる限りの取り組みを行うことはもちろんですが、何よ

りも不可欠なのは、市民の皆様方のご理解とご協力です。

　このような観点から、毎年１０月を「土地月間」とし、特に１０

月１日を「土地の日」と定め、普及・啓発活動の充実を図っています。

　この機会に、豊かで安心できる、住みよい社会を築いていくため

に、皆さんも是非一度、土地の有効利用について考えてみませんか。

●実施期間　平成１９年１０月１日～３１日

●実施主体　国土交通省、地方公共団体、土地関係団体等

●標　　語　「土地活用　みんなで創る美しいまち」

　次の条件を満たす土地取引は、土地の所在する市町村役場を経由して、県知事に届け出なけれ

ばなりません。

　下記の（１）から（４）までのすべてを満たすもの

（１）昭和５７年１月１日以前に建築された住宅

（２）居住部分の床面積が当該家屋の２分の１以上で

（２）あること

（３）平成１８年１月１日から平成２７年１２月３１

（２）日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準

（２）（昭和５６年６月１日施行）に適合させるよう、

（２）一定の耐震改修工事を行ったもの

（４）耐震改修に要した費用が１戸当たり３０万円以

（２）上であること 　次の書類を添えて、改修後３カ月以内に申告して

ください。　　　　　　　　　　

①�住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

②�耐震基準適合証明書

　・証明書は、建築士・指定住宅性能評価機関　　

　・指摘確認検査機関が発行します。

③�耐震改修に要した費用を証する書類

④�その他市長が必要と認める書類

　 （平面図・配置図等）

●取引形態

　売買／交換／営業譲渡／譲渡担保／代物弁済／

　共有持分の譲渡／地上権・賃借権の設定・譲渡

　／予約完結権・買戻権等の譲渡　（※これらの取

　引の予約である場合も含みます。）

●取引規模（面積要件）

●一団の土地取引（事後届出制の場合）

　個々の面積は小さくても、権利取得者（売買の

　場合であれば買主）が権利を取得する土地の合

　計面積が【面積要件】を満たす場合（買いの一団）

　には、届け出が必要。

●届け出者

　土地の権利取得者（売買の場合であれば買主）

●届け出期限

　契約（予約含む）締結日から 2 週間以内

　（※契約締結日を含む。）

●届け出窓口（届出書等提出先）　

　土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課

　（※南島原市は企画振興部企画課へ）

●主な届け出事項

　契約当事者の氏名・住所等／契約（予約含む）締

　結年月日／土地の所在および面積／土地に関す

　る権利の種別および内容／取得後の土地の利用

　目的／土地に関する権利の対価額等

●提出書類

　届出書／土地取引に係る契約書の写し、または

　これに代わるその他の書類／土地の位置を明ら

　かにした縮尺５万分の１以上の地形図／土地お

　よびその付近の状況を明らかにした縮尺５千分

　の１以上の地形図／土地の形状を明らかにした

　図面／その他（必要に応じて委任状など）

　 床 　 面 　 積 　

１２０㎡以下のもの

１２０㎡を超えるもの

　 減 額 す る 額 　

固定資産税の２分の１

120㎡分の固定資産税の２分の１

①市街化区域

②上記以外の都市
　計画区域

③都市計画区域以
　外の区域

０２，０００平方メートル以上

０５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル以上

下記の計算は１年間の家屋分について減税される税額の計算例です。

工 事 完 了 期 間

平成18年１月１日～　　　

平成21年12月31日まで改修

　 減 額 期 間 　

完了の翌年度から３年間

平成22年１月１日～　　　

平成24年12月31日まで改修
完了の翌年度から２年間

平成24年１月１日～　　　

平成27年12月31日まで改修
完了の翌年度から１年間

（例１） 昭和５５年建築の１００㎡の住宅で、

（例１） 評価額が１４０万円の例

・総床面積が１００㎡なので、住宅全体の固定

　資産税額の２分の１が減額されます。

（1） 本来の固定資産税額

（1） 1 ,400 ,000円×1.4％（税率）＝19,600円

（2） 減額される固定資産税額

（1） 1 , 4 00 , 0 00円×1 . 4％×1/2＝9 , 8 00円

（3） 減額後の固定資産税

（1） （1）19 ,600 円－（2）9 ,800円＝9,800円

（例２） 昭和５５年建築の１ 5 ０㎡の住宅で、

（例１） 評価額が２１０万円の例

・総床面積が１５０㎡の内住宅全体の固定資床

　面積１２０㎡分は、固定資産税額の２分の１

　が減額されます。

・残りの５０㎡は通常の税額。

（1） 本来の固定資産税額

（1） 2 ,100 ,000円×1.4％（税率）＝29,400円

（2） 減額される固定資産税額

（1） 2,100 ,000円×1.4％×120㎡/150㎡×1/2

（1） ＝11 ,760円

（3） 減額後の固定資産税

（1） （1）29,400 円－（2）11,760円＝17,640円
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